
レンタルバイク貸出における保証等 

 

・貸し出し車両の転倒等における損害による修理は、全てお客様負担とさせて頂きます。軽微な立ちゴケ等がご

不安というお客様には、5 万円までの修理代が免除となる、”安心保証サービス（1 日 3,240 円）”もございますの

で、レンタルバイクをご利用の際は、こちらのサービスのご利用もご検討ください。（5 万円を超える損害につい

ては、5 万円を超えた部分を実費でご負担頂きます） 

・レンタルバイクは一般的な走行を前提に貸し出ししておりますので、サーキット走行等ではご利用頂けません。 

・1 回あたりの貸し出しで、走行距離が 300Km を超える場合、300km を超えた走行距離、1Km 毎に 10 円の追

加料金を頂きます。 

・自損事故により貸し出し車両が損害し、貸し出し業務が不可能になった場合は、修理期間中、1 週間毎に 2 万

円を賠償して頂きます。 

また、貸し出し車両が全損扱いになった場合、別途弊社が定める車両価格にて賠償して頂くか、お客様に買取を

して頂きます。 

・第三者との事故により貸し出し車両が損害した場合は、過失割合に応じて、お客様にも一部賠償をして頂く場

合がございます。また、対物保険免責として、お客様からは別途 5 万円を頂きますが、5 万円に満たない損害の

場合は、その実費をご負担ください。5 万円を超える損害につきましては、保険から支払われますのでご安心く

ださい。 

・飲酒運転や、道路交通法違反（信号無視や、追い越し禁止区間での追い越し等）における事故の場合、保険が

適用されません。損害においては全額お客様負担となりますので、くれぐれも法令を守り安全運転をお願いしま

す。 

・レンタルバイクは貸し出し時に燃料を満タンにしてお渡しします。ご返却時は、当店近隣のガソリンスタンド

にて、指定油種を満タンにしてご返却ください。（領収証を確認させて頂きます） 

 

運転時、および事故時の対応について 

 

・ヘルメット及び法令に準ずる安全装備を着用し、安全運転に務めてください。 

・万一、駐車違反をした場合は、必ず警察に出頭し、反則手続きを行ってください。その後、金融機関にて反則

金を納付してお戻りください。 

また、反則金の納付がなされなかった場合、借受け書と免許証番号を警察に提出します。 

・万一、事故が起こった場合は、必ず警察への通報、届出を行ってください。警察への届出が済みましたら、交

通事故証明書を取得できるよう手続きをお願いします。 

・事故または破損の場合、以下の修理代金（目安）が発生致します。 

◆カギ紛失 20,000 円 ◆シート 15,000 円 

◆パンク修理 1,500 円 ◆ハンドル 10,000 円 

◆ミラー（1 個） 3,000 円 ◆全損 車両販売額 

万が一、車両破損の場合、損害価格をお支払い頂くか、車両代金をお支払い頂きます。 

事故等によるレッカー代は以下の料金が発生します。 

5Km まで 5,000 円 

5km 以上 1km につき 500 円 

・ご連絡を頂けず返却期限を過ぎた場合は、盗難届けにて対応致します。 

＊バイクは盗難・ひったくり等によく使われる為、すぐに手配がかかります。ご注意ください。 


